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阪埜光男教授略歴・主要著作目録

阪
埜
光
男
教
授
略
歴

学
歴昭

和
七
年
二
月
；
百

昭
和
二
六
年
三
月

昭
和
三
〇
年
三
月

昭
和
三
〇
年
四
月

昭
和
三
二
年
三
月

職
歴

昭
和
三
二
年
四
月

昭
和
三
八
年
四
月

昭
和
四
一
年
四
月

昭
和
四
五
年
四
月

昭
和
四
八
年
六
月

昭
和
五
八
年
一
〇
月

昭
和
六
〇
年
一
〇
月

昭
和
六
三
年
四
月

東
京
都
渋
谷
区
に
生
ま
れ
る

都
立
西
高
等
学
校
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

慶
感
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

西
ド
イ
ッ
・
ザ
！
ル
ラ
ン
ド
大
学
留
学
（
一
年
間
）

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
平
成
五
年
ま
で
）

慶
鷹
義
塾
常
任
理
事
（
学
務
担
当
）
（
昭
和
五
二
年
ま
で
）

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
長
、
法
学
研
究
科
委
員
長
（
昭
和
六
〇
年
ま
で
）

ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
客
員
研
究
員

　
　
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
ク
教
授
と
共
同
研
究
（
半
年
間
）

慶
鷹
義
塾
体
育
会
理
事
（
平
成
五
年
ま
で
）
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平
成
五
年
四
月

平
成
五
年
四
月

平
成
五
年
四
月

学
会
及
び
社
会
活
動

昭
和
三
五
年
ー
現
在

昭
和
四
五
年
－
現
在

昭
和
四
五
年
ー
現
在

昭
和
五
六
年
ー
昭
和
六
〇
年

昭
和
五
六
年
－
現
在

昭
和
五
八
年
－
平
成
五
年

平
成
元
年
ー
現
在

弁
護
士
登
録
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授

桐
蔭
学
園
横
浜
大
学
法
学
部
教
授
、
法
学
部
長
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
レ
0
9
．

桐
蔭
学
園
理
事

　
　
（
現
在
に
至
る
）

日
本
私
法
学
会
会
員

経
済
法
学
会
会
員

日
米
法
学
会
会
員

大
学
基
準
協
会
大
学
院
委
員
会
委
員
．
学
制
委
員
会
委
員

国
税
庁
税
務
大
学
校
講
師

司
法
試
験
第
二
次
試
験
考
査
委
員
（
商
法
）

法
制
審
議
会
商
法
部
会
委
員
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阪埜光男教授略歴・主要著作目録

阪
埜
光
男
教
授
主
要
著
作
目
録

一
．
著
　
書

『
新
株
引
受
権
の
法
理
』

『
株
式
会
社
法
概
説
』

『
会
社
法
は
こ
う
変
わ
っ
た
1
改
正
商
法
等
の
解
説
ー
』

『
株
式
会
社
法
の
論
理
』

『
新
商
法
演
習
く
問
題
と
解
答
V
2
　
会
社
働
』
（
共
著
）

『
判
例
と
学
説
　
商
法
1
（
会
社
）
』
（
共
著
）

『
商
法
ロ
（
会
社
法
）
』
（
共
著
）

『
商
法
判
例
集
』
（
共
著
）

『
会
社
法
－
重
要
問
題
と
解
説
〈
改
訂
版
〉
（
法
学
演
習
講
座
6
ご
（
共
著
）

『
会
社
法
演
習
⑥
ー
株
式
会
社
（
計
算
ほ
か
）
・
有
限
会
社
等
（
有
斐
閣
ブ
ッ
ク
ス
5
5
）
』

『
論
点
・
学
説
・
判
例
　
株
式
会
社
法
』
（
共
著
）

『
新
演
習
法
律
学
講
座
1
0
　
演
習
商
法
（
会
社
）
下
巻
』
（
共
著
）

『
商
法
入
門
ω
会
社
』
（
共
著
）

『
新
版
商
法
（
会
社
）
講
義
』
（
共
著
）

（
共
著
）

　
　
　
　
慶
鷹
通
信

　
　
　
　
三
嶺
書
房

東
京
法
経
学
院
出
版

　
　
　
　
　
成
文
堂

　
　
　
　
　
有
斐
閣

　
　
　
日
本
評
論
社

　
　
　
　
法
学
書
院

　
　
　
　
　
有
斐
閣

　
　
　
　
　
有
斐
閣

　
　
　
　
　
有
斐
閣

　
　
　
中
央
経
済
社

　
　
　
　
青
林
書
院

　
　
　
　
　
有
斐
閣

　
　
青
林
書
院
新
社

昭
和
四
四
年

昭
和
六
三
年

平
成
二
年

平
成
二
年

昭
和
四
九
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
九
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
一
年

平
成
三
年

平
成
三
年

一＿i
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二
、
論
　
文

「
株
主
の
新
株
引
受
権
の
研
究
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
四
巻
二
号

「
無
額
面
株
式
制
度
の
反
省
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
五
巻
一
号

「
法
学
講
座
　
株
式
の
額
面
変
更
に
つ
い
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綜
合
法
学
六
巻
一
〇
号

「
新
株
引
受
権
法
序
説
（
丁
二
完
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
七
巻
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
号

「
個
人
株
主
に
よ
る
議
決
権
の
不
統
一
行
使
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
八
巻
一
二
号

「
西
ド
イ
ッ
新
株
式
法
に
お
け
る
株
主
保
護
－
単
独
企
業
を
中
心
と
し
て
ー
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
一
巻
二
号

「
株
主
の
新
株
引
受
権
と
申
込
証
拠
金
の
徴
収
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
色
旗
二
五
九
号

「
会
社
の
資
本
調
達
と
株
主
保
護
ー
株
主
の
新
株
引
受
権
を
中
心
と
し
て
ー
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
法
一
三
号

「
株
主
に
新
株
引
受
権
が
あ
る
場
合
の
申
込
証
拠
金
の
適
法
性
－
東
京
地
裁
の
判
決
を
中
心
と
し
て
ー
」
法
学
研
究
四
三
巻
三
号

「
株
主
に
新
株
引
受
権
が
あ
る
場
合
の
申
込
証
拠
金
の
適
法
性
ー
最
高
裁
判
決
を
中
心
に
ー
」
　
　
　
財
政
経
済
弘
報
二
二
九
五
号

「
い
わ
ゆ
る
法
人
格
否
認
の
法
理
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
最
高
裁
判
決
を
中
心
と
し
て
ー
」
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
四
巻
三
号

「
第
三
者
割
当
と
新
株
の
発
行
価
額
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
一
巻
一
一
号
　
島
谷
英
郎
先
生
追
悼
論
文
集

「
株
式
申
込
証
拠
金
の
適
法
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
　
商
法
の
争
点

「
株
主
総
会
決
議
の
瑠
疵
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
色
旗
三
八
○
号

「
株
主
総
会
の
招
集
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
五
四
年
度
増
刊
号
　
「
会
社
機
関
改
正
試
案
の
研
究
」

「
資
本
の
意
義
と
機
能
（
特
集
　
会
社
の
「
資
本
」
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
富
≦
留
ぎ
。
一
四
四
巻

「
親
会
社
株
式
と
自
己
株
式
の
取
得
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
増
刊
号
（
六
五
一
号
）
「
改
正
会
社
法
の
研
究
」

「
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
相
互
転
換
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
慶
鷹
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
』

昭
和
三
六
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
九
年

昭
和
三
九
年

昭
和
四
〇
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年

昭
和
五
三
年

昭
和
五
三
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
八
年
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「
株
式
申
込
証
拠
金
の
適
法
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
　
商
法
の
争
点
（
第
二
版
）

「
「
大
小
会
社
区
分
立
法
等
の
問
題
点
」
の
検
討
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
七
巻
八
号

「
国
際
手
形
条
約
草
案
管
見
ω
プ
・
冒
ー
グ
と
「
保
護
さ
れ
る
所
持
人
」
の
概
念
（
法
務
時
評
）
」
　
　
手
形
研
究
二
九
巻
九
号

「
国
際
手
形
条
約
草
案
管
見
㈹
シ
ェ
ル
タ
ー
ル
ー
ル
と
問
題
点
（
法
務
時
評
）
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
形
研
究
二
九
巻
＝
二
号

「
国
際
手
形
条
約
草
案
管
見
⑥
偽
造
裏
書
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
（
法
務
時
評
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
形
研
究
三
〇
巻
二
号

「
国
際
手
形
条
約
草
案
管
見
㈲
エ
ピ
・
ー
グ
　
日
本
私
法
学
会
第
四
九
回
大
会
（
法
務
時
評
）
」
　
　
　
手
形
研
究
三
〇
巻
六
号

「
株
券
の
不
発
行
等
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
増
刊
号
（
七
五
五
号
）
「
商
法
・
有
限
会
社
法
改
正
試
案
の
研
究
」

「
株
式
に
関
す
る
商
法
改
正
試
案
　
管
見
－
大
会
社
を
念
頭
に
お
い
た
制
度
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
〇
巻
一
二
号
高
鳥
正
夫
教
授
退
職
記
念
号

「
不
実
登
記
と
表
見
取
締
役
の
対
第
三
者
責
任
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
事
研
修
三
八
三
号

「
中
小
会
社
と
商
法
改
正
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
の
窓
〔
東
京
司
法
書
士
会
会
報
〕
七
五
巻

「
議
決
権
の
代
理
行
使
と
書
面
投
票
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
会
社
法
〈
新
版
〉
（
基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー
商
法
1
）
』

「
株
主
名
簿
の
閲
覧
・
謄
写
請
求
権
の
問
題
点
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
公
開
会
社
と
閉
鎖
会
社
の
法
理
（
酒
巻
俊
雄
先
生
還
暦
記
念
）
』
商
事
法
務
研
究
会

「
自
己
株
式
取
得
規
制
と
規
制
緩
和
の
問
題
点
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬
刊
経
理
情
報
六
六
三
号

「
中
小
企
業
に
お
け
る
増
資
と
組
織
変
更
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
『
現
代
法
律
実
務
の
諸
問
題
（
上
）
』
第
一
法
規
出
版

「
自
己
株
式
取
得
規
制
と
規
制
緩
和
の
問
題
点
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
六
巻
一
号
　
米
津
昭
子
教
授
退
職
記
念
号

「
自
己
株
式
取
得
規
制
緩
和
必
要
論
の
検
討

ー
「
自
己
株
式
の
取
得
及
び
保
有
規
制
に
関
す
る
問
題
点
」
管
見
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
旦
旦
先
生
退
官
記
念
『
現
代
会
社
法
・
証
券
取
引
法
の
展
開
』

「
株
式
申
込
証
拠
金
の
適
法
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
商
法
の
争
点
1

昭
和
五
八
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
〇
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
一
年

昭
和
六
二
年

平
成
元
年

平
成
三
年

平
成
三
年

平
成
四
年

平
成
四
年

平
成
四
年

平
成
五
年

平
成
五
年

平
成
五
年
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三
、
判
例
評
釈
（
研
究
）

「
手
形
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
と
手
形
呈
示
・
交
付
の
要
否
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
二
巻
一
号

「
会
社
へ
の
現
物
出
資
が
詐
害
行
為
と
な
る
か
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
二
巻
六
号

「
受
働
債
権
を
こ
え
る
手
形
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
す
る
場
合
と
手
形
の
呈
示
の
要
否
」
　
　
　
法
学
研
究
三
三
巻
一
〇
号

「
商
法
二
六
五
条
と
手
形
行
為
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
四
巻
六
号

「
白
地
小
切
手
の
補
充
権
の
性
質
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
五
巻
二
号

「
共
同
振
出
人
の
肩
書
地
が
異
な
り
か
つ
支
払
地
お
よ
び

振
出
地
の
記
載
が
単
に
「
東
京
都
」
で
あ
る
約
束
手
形
の
効
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
五
巻
一
〇
号

「
支
払
地
以
外
の
支
払
場
所
の
記
載
と
右
支
払
場
所
に
な
し
た
呈
示
の
効
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
六
巻
九
号

「
合
資
会
社
を
代
表
す
る
業
務
執
行
社
員
に
対
す
る
職
務
執
行
停
止
の
仮
処
分
決
定
の
効
力
」
　
　
　
　
法
学
研
究
四
一
巻
二
号

「
先
日
付
小
切
手
の
日
付
前
に
は
呈
示
し
な
い
旨
の
特
約
の
効
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
一
巻
六
号

「
利
得
償
還
請
求
権
の
消
滅
時
効
期
間
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
二
巻
四
号

「
商
法
二
六
五
条
の
「
取
引
」
の
意
義
と
同
条
違
反
の
取
引
の
効
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
一
五
五
号

「
代
表
訴
訟
の
手
続
の
鍛
疵
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
二
巻
一
二
号

「
法
人
格
否
認
の
法
理
と
会
社
の
実
質
的
同
一
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
三
巻
一
二
号

「
違
法
な
自
己
株
式
の
取
得
・
質
受
の
効
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
社
判
例
百
選
（
新
版
）

「
株
主
総
会
で
報
酬
の
総
額
の
み
を
決
議
し
た
場
合
と
名
目
取
締
役
の
個
別
的
報
酬
額
の
決
定
」
　
　
　
金
融
商
事
判
例
一
九
七
号

「
株
主
に
新
株
引
受
権
が
あ
る
場
合
の
申
込
証
拠
金
の
適
法
性
」
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
三
号
昭
和
四
五
年
度
重
要
判
例
解
説

「
会
社
解
散
請
求
の
要
件
な
る
「
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
」
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
四
巻
七
号

昭
和
三
四
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
五
年

昭
和
三
六
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
七
年

昭
和
三
八
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
四
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
五
年

昭
和
四
六
年

昭
和
四
六
年
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「
株
式
申
込
証
拠
金
ー
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
株
主
に
新
株
引
受
権
を
付
与
す
る
に
あ
た
り
、

株
式
申
込
の
際
に
申
込
証
拠
金
を
添
え
る
こ
と
を
要
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
　
商
法
の
判
例
（
第
二
版
）

「
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
欠
い
た
株
主
以
外
の
者
に
対
す
る
新
株
の
有
利
発
行
の
効
力
」
　
　
　
　
法
学
研
究
四
五
巻
二
号

「
会
社
が
株
券
の
発
行
を
遅
滞
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
記
名
株
式
譲
渡
の
方
法
と
効
力
」
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
三
五
七
号

「
株
式
申
込
証
拠
金
－
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
り
株
主
に
新
株
引
受
権
を
付
与
す
る
に
あ
た
り
、

株
式
申
込
の
際
に
申
込
証
拠
金
を
添
え
る
こ
と
を
要
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
ー
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
　
商
法
の
判
例
（
第
三
版
）

「
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
社
判
例
百
選
（
第
三
版
）

「
い
わ
ゆ
る
表
見
取
締
役
が
商
法
一
四
条
、
二
六
六
条
ノ
三

に
基
づ
い
て
責
任
を
負
う
場
合
の
判
断
基
準
等
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
五
七
九
号

「
取
締
役
会
が
株
主
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
定
め
た
額
を
超
過
す
る
役
員
報
酬
総
額
を
増
額
す
る

こ
と
を
決
議
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
代
表
取
締
役
が
受
け
う
る
報
酬
額
の
計
算
方
法
」
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
六
〇
七
号

「
会
社
の
目
的
の
解
釈
お
よ
び
新
株
発
行
に
お
け
る
公
正
な

価
額
の
算
定
と
商
法
二
九
四
条
に
よ
る
検
査
役
の
選
任
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
四
巻
一
一
号

「
新
株
発
行
の
堰
疵
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
五
巻
五
号

「
ω
一
部
の
取
締
役
に
招
集
通
知
を
欠
い
た
取
締
役
会
決
議
の
効
力

ω
商
法
二
八
○
条
ノ
三
ノ
ニ
の
公
告
ま
た
は
通
知
を
欠
い
て
も

新
株
発
行
が
無
効
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
六
四
五
号

「
企
業
提
携
の
た
め
第
三
者
に
割
当
て
ら
れ
た
非
上
場
株
式
の
新
株
の
発
行
価
額
が

「
特
二
有
利
ナ
ル
発
行
価
額
」
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
五
巻
九
号

「
株
主
の
請
求
に
よ
る
額
面
株
式
と
無
額
面
株
式
の
転
換
と
株
券
提
出
の
要
否
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
六
六
八
号

昭
和
四
六
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
八
年

昭
和
五
二
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
五
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
八
年
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「
作
成
後
直
ち
に
会
社
に
保
管
さ
れ
た
株
券
に
つ
き
、
株
券
発
行
の
要
件
で
あ
る
株
主
に
対
す
る

株
券
の
交
付
が
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
事
例
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
六
巻
八
号

「
株
券
発
行
前
の
株
式
譲
渡
人
が
会
社
に
対
し
株
券
の
発
行
を
請
求
し
う
る
と
さ
れ
た
事
例
」
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
六
七
五
号

「
合
名
会
社
に
つ
き
「
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
」
が
あ
る
と
し
て
解
散
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
　
金
融
商
事
判
例
七
五
七
号

「
取
締
役
の
第
三
者
責
任
－
支
払
見
込
み
の
な
い
手
形
を
振
り
出
し
た
代
表
取
締
役
の
責
任
と

不
実
登
記
の
存
在
を
知
ら
な
い
表
見
取
締
役
の
責
任
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
〇
巻
九
号

「
買
取
引
受
と
著
し
く
不
公
正
な
発
行
価
額
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
号
新
証
券
・
商
品
取
引
百
選

「
新
株
発
行
手
続
璃
疵
と
新
株
発
行
の
効
力
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
二
巻
四
号

「
退
任
後
も
商
法
二
五
八
条
一
項
の
適
用
を
う
け
る
取
締
役
に
つ
い
て

商
法
二
六
六
条
ノ
三
第
一
項
に
基
づ
く
責
任
が
否
定
さ
れ
た
事
例
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
八
一
七
号

「
宮
入
バ
ル
ブ
の
第
三
者
割
当
増
資
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬
刊
商
事
法
務
二
九
四
号

「
ゼ
ネ
ラ
ル
の
第
三
者
割
当
増
資
に
関
す
る
二
つ
の
決
定

－
第
三
者
割
当
増
資
の
公
正
な
発
行
価
額
の
間
題
点
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旬
刊
商
事
法
務
一
二
二
八
号

「
第
三
者
割
当
に
よ
る
新
株
の
発
行
価
額
が
「
著
シ
ク
不
公
正
ナ
ル
発
行
価
額
」

に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
i
い
わ
ゆ
る
タ
ク
マ
事
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
律
時
報
別
冊
N
O
．
3
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
ー
9
9
1
〈
下
〉
〔
平
成
二
年
度
判
例
評
論
〕

「
株
主
名
簿
の
閲
覧
謄
写
権
と
権
利
濫
用
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
融
商
事
判
例
八
八
O
号

「
破
産
会
社
の
代
表
者
が
破
産
会
社
か
ら
の
借
入
金
に
よ
っ
て
自
社
株
を
譲
り
受
け
る
行
為
が

自
己
株
式
の
取
得
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
六
四
巻
三
号

「
議
決
権
行
使
の
代
理
人
資
格
の
制
限
－
日
本
保
証
マ
ン
シ
ョ
ン
株
主
総
会
決
議
取
消
訴
訟
判
決
」
　
　
法
学
研
究
六
五
巻
六
号

「
代
表
取
締
役
解
任
の
取
締
役
決
議
と
特
別
利
害
関
係
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
社
判
例
百
選
（
第
五
版
）

昭
和
五
八
年

昭
和
五
八
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
二
年

昭
和
六
三
年

平
成
元
年

平
成
元
年

平
成
元
年

平
成
二
年

平
成
三
年

平
成
三
年

平
成
三
年

平
成
四
年

平
成
四
年
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四
、
そ
の
他

「
株
券
発
行
前
の
株
式
譲
渡
ー
最
高
裁
昭
和
四
七
・
二
・
八

大
法
廷
判
決
を
素
材
と
し
て
ー
（
上
）
（
中
）
（
下
・
完
V
」
（
論
説
）

「
商
法
計
算
規
定
の
改
正
を
め
ぐ
る
問
題
点
ー
5
1

営
業
報
告
書
の
あ
り
方
と
商
法
規
定
（
シ
リ
ー
ズ
討
論
）
」
（
討
論
と
ま
と
め
）

金
融
商
事
の
目
（
連
載
）
「
取
締
役
の
監
視
義
務
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
計
算
書
類
の
確
定
と
利
益
処
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
総
会
決
議
の
内
容
の
法
令
違
反
と
定
款
違
反
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
と
営
業
報
告
書
」

「
判
例
回
顧
と
展
望
　
商
法
」
（
解
説
）

「
判
例
回
顧
と
展
望
　
商
法
」
（
解
説
）

「
判
例
回
顧
と
展
望
　
商
法
」
（
解
説
）

「
第
三
二
回
全
日
本
学
生
法
律
討
論
会
（
講
評
と
上
位
立
論
要
旨
）
」
（
講
評
）

「
会
社
の
組
織
変
更
（
改
正
商
法
の
解
説
6
）
」
（
解
説
）

「
会
社
法
の
改
正
－
日
・
韓
両
国
に
お
け
る
現
状
と
課
題
〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
」
（
討
論
）

手
形
研
究
一
九
六
号

　
　
　
　
一
九
七
号

　
　
　
　
一
九
九
号

　
企
業
会
計
三
一
巻
一
二
号

　
金
融
商
事
判
例
五
六
五
号

　
金
融
商
事
判
例
五
七
一
号

　
金
融
商
事
判
例
五
七
八
号

　
金
融
商
事
判
例
五
八
四
号

　
法
律
時
報
五
三
巻
一
号

　
法
律
時
報
五
四
巻
一
号

　
法
律
時
報
五
五
巻
一
号

　
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
四
七
号

旬
刊
商
事
法
務
一
二
二
三
号

　
比
較
法
学
二
五
巻
一
号

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
八
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
四
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
七
年

昭
和
五
八
年

昭
和
五
八
年

平
成
二
年

平
成
四
年
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